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下田分会 ＴＥＬ＜0558＞22－3174（下田建設業協会内） 静岡分会 ＴＥＬ＜054＞245－6288（静岡建設業協会内） 

三島分会 ＴＥＬ＜055＞975－0332（三島建設業協会内） 島田分会 ＴＥＬ＜0547＞37－7105（島田建設業協会内） 

沼津分会 ＴＥＬ＜055＞932－8311（沼津建設業協会内） 袋井分会 ＴＥＬ＜0538＞42－4338（袋井建設業協会内） 

富士分会 ＴＥＬ＜0545＞61－2838（富士建設業協会内） 浜松分会 ＴＥＬ＜053＞454－8288（浜松建設業協会内） 

清水分会 ＴＥＬ＜054＞364－5636（清水建設業協会内） 天竜分会 ＴＥＬ＜053＞926－1562（天竜建設業協会内） 

 

 

平成 18 年 4 月 1 日より施行された改正労働安全衛生法では、石綿等が使用されている建築物又は工

作物の解体等の作業に係る業務を行う場合は、都道府県労働局の登録教習機関が行う技能講習を修了し

た「石綿作業主任者」を選任して作業の指揮管理をさせることが義務づけられました。 

（平成 18 年 3 月末日までに取得した特定化学物質等作業主任者の有資格者は必要ありません。） 

 当支部では、静岡労働局長の登録教習機関として、下記により標記技能講習を開催することにいたし

ました。 

 つきましては、貴事業場におかれましても、この機会に法令に定める作業主任者の資格取得のため関

係者の積極的なご参加をおすすめします。 

 

記 

 

 

１．講習開催日及び会場等 

 

（1）講習会は、毎年 2 月、5 月、8 月、11 月頃に発行します別途「技能講習・特別教育・その他安全

衛生教育のご案内」又は、当支部のホームページをご覧下さい。 

（2）講習会は、第 1 日は午前 9 時より開催いたしますので、午前 8 時 50 分までに第 2 日は午前 10 時 

より開催いたしますので、午前 9 時 50 分までに集合して下さい。 

 

 



２．講習の科目及び時間 

 

（1）健康障害及びその予防措置に関する知識     2 時間 

（2）作業環境の改善方法に関する知識        4 時間 

（3）保護具に関する知識              2 時間 

（4）関係法令                   2 時間 

 

３．受 講 対 象 者 

 

建設業における石綿作業主任者になろうとする者（満 18 歳以上の方） 

 

４．講 習 会 費 

 

受講料 8,500 円  テキスト代 1,900 円  昼食代 1,600 円（2 食分） 合計 12,000 円 

 

５．受講申込手続 

 

（1）次頁の受講申込書及び受講票をキリトリ、必要事項を記入、捺印のうえ写真（2 枚）を貼付して、

開催日の 10 日前までに建災防支部又は各分会に受講料を添えて申し込んで下さい。 

（2）受講票は、講習会費納入の確認が出来次第発行します。 

（3）定員の都合により希望日に受講できない場合があります。又、受講希望者が少ない場合には講習

を開催できない場合もありますので、予めご了承下さい。 

（4）やむを得ない理由により受講できなくなった場合には、指定受講日の 10 日前までに申し出て下さ

い。以後の取り消しについては受講料の返還はできませんのでご了承下さい。 

（5）講習会費振込みの場合は、 

中央三井信託銀行 静岡支店 普通預金 №7519901  

静 岡 銀 行   呉服町支店 普通預金 №1095374  

名義人は、いずれも建災防静岡県支部（ケンサイボウシズオカケンシブ） 

 

６．そ の 他 

 

（1）当日は受講票、筆記用具を持参して下さい。 

（2）テキストは講習当日、会場でお渡しします。 

（3）遅刻、早退等により規定の時間数を受講しない場合には失格となり、修了試験を受けることがで

きません。 

（4）修了証は修了試験合格者に交付します。 

（5）修了証の交付は、講習修了後 3 週間以内に所属事業所あてに郵送等で行います。 

 

 


